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冊子裏面に重要なお知らせがあります。

提出先

※申告書のご提出は本庁舎のほか、本郷支所・久井支所・大和支所でも受け付けています。
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03-6745-07200570-081459













※上記の設備の他、フェンス・舗装等の構築物がある場合、別途計上してください。
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地方税法第349条の3

の4

地方税法第349条の3

第5項

地方税法附則第15条

第2項第1号

地方税法附則第15条

第2項第5号

被災代替償却資産

内航船舶

水質汚濁防止法による汚水又は廃液

の処理施設

下水道法による公共下水道を使用す

る者が設置した除害施設

H30.7.5～

R7.3.31

R6.4.1～

R8.3.31

R6.4.1～

R8.3.31

２１

２１

２１

２１

３１

２１

４１

５４

４年間

３年間

４年間

３年間

５年間

期限なし

期限なし

期限なし

適用条項 特例対象資産 適用期間課税標準の特例率取得時期等

旧地方税法附則第 15

第44項条

地方税法附則第 15

条第43項

中小企業者等が本市商工振興課の認

定を受けた先端設備導入計画に基づ

いて取得した設備等

R5.4.1～
R7.3.31
【賃上げ
目標無し】

R6.4.1～
R7.3.31
【賃上げ
目標有り】

R7.4.1～
R9.3.31

【1.5％以上
賃上げ目標
有り】

R7.4.1～
R9.3.31

【3％以上
賃上げ目標
有り】
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「来年」から、次の対象の方には申告書の代わりに 

「ハガキ」を郵送します。 

※ ハガキには、種類別明細（申告済の資産一覧）を記載します。 

 
【対 象】 

・申告方式が一般方法（※１）の方で、今回の申告の結果、課税標準額の合計

が免税点（150万円）未満の方 

・申告方式が電算処理方法（※２）の方で、今回の申告の結果、課税標準額の

合計が免税点（150 万円）未満、かつ「種類別明細書（増加資産・全資産用）」

が同封されている方 

 

※１ 前年中に増加又は減少した資産を申告する方法。（評価額等の計算は三原

市が行う。） 

※２ １月１日時点に所有している全ての資産について、事業者側で評価額等

を計算して申告する方法。 

【重  要】  お知らせ
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